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◇市報は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）に発行します。新聞折り込みのほか、市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、
小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。 平成28（2016）. 2 . 20

４月から電力の小売り全面自由化がスタート▷ライフスタイルや価値観に合わせ、全ての消費者が電
気の売り手やサービスを自由に選べるようになるよ。Web版環境家計簿を利用するなど、まずは日
頃の自分の電気の使用状況を知ることから始めてみよう。
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怯
申
告
書
の
提
出
・
納
付
期
限

▽
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・
贈

与
税
…
３
月　

日
（
火
）

１５

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
…
３
月　

日
（
木
）

３１

　

申
告
書
は
、税
務
署
へ
の
来
署
の
ほ
か
、

ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
に
よ
る
送
信

や
郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
、
税

務
署
の
時
間
外
文
書
収
受
箱
に
投
か
ん
す

る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
税
務
署
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

と　

き　

２
月　

日
・　

日
の
日
曜
日　

２１

２８

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

※
当
日
は
国
税
の
領
収
、
納
税
証
明
書
の

発
行
、
電
話
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

怯
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
申
告
書
の

作
成
・
電
子
申
告

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
申
告
書
が
作
成
で
き

ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
印
刷
し
て
そ

の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。
ま

た
、
電
子
証
明
書
取
得
な
ど
の
事
前
準
備

を
す
る
と
、
自
宅
や
事
務
所
か
ら
申
告
や

納
付
が
で
き
る
ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

検
索　

国
税
庁

怯
納
税
は
振
替
納
税
で

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
納
税
に
は
、
振
替
納
税
が
便
利
で
す
。

振
替
納
付
日　

▽
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
…
４
月　

日
（
水
）

２０

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
…
４
月　

日
（
月
）

２５

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署
（
〒　

們
８
５

１８９

５
５　

東
村
山
市
本
町
１
們　

們　

）
緯

２０

２２

　

（
３
９
４
）
６
８
１
１

０４２
 　

小
平
の
特
産
品
の
一
つ
、
う
ど
が
旬
を

迎
え
て
い
ま
す
。
新
鮮
な
香
り
と
シ
ャ
キ

HP

小
平
の
伝
統
野
菜

う
ど
の
即
売
会

シ
ャ
キ
と
し
た
食
感
が
魅
力
で
す
。

と　

き　

３
月
１
日
（
火
）　

陰
午
前
９

時
か
ら
、
隠
午
前　

時
か
ら

１０

と
こ
ろ　

陰　

東
京
む
さ
し
小
平
フ
ァ
ー

JA

マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
隠
小
平
駅
南
口
店

※
売
り
切
れ
し
だ
い
終
了
。
箱
売
り
、
地

方
発
送
も
で
き
ま
す
。

主　

催　

小
平
市
野
菜
組
合
う
ど
部
会

問
合
せ　
　

東
京
む
さ
し
小
平
支
店
指
導

JA

経
済
課
緯　

（
３
４
８
）
７
２
４
４

０４２

 
対　

象　

市
内
で
新
た
に
事
業
を
始
め
る

方
、
開
業
後
２
年
以
内
の
方

業　

種　

小
売
業
、
飲
食
業
、
サ
ー
ビ
ス

業
、
製
造
業
、
建
設
業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ビ
ジ
ネ
ス
ほ
か

補
助
内
容　

契
約
家
賃
の　

％
（
上
限
５

４０

万
円
）
を
最
長
１
年
間

※
出
店
場
所
の
選
定
、
契
約
は
申
込
者
自

あ
な
た
の
夢
を
応
援
し
ま
す

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
事
業

身
が
行
い
ま
す
。

※
敷
金
・
保
証
金
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

※
選
考
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　

２
月　

日
（
金
）
ま
で（
必
着
）

２６

に
、
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
問
合
せ
先
へ

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

小
平
商
工
会
察　

（
３
４
４
）

０４２

２
３
１
１

 　

毎
年
夏
に
、
小
平
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
沿

い
の
公
園
や
広
場
で
開
催
さ
れ
る
「
小
平

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
灯
り
ま
つ
り
」
の
実
行

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

対　

象　

月
１
・
２
回
の
会
議
、
準
備
作

業
お
よ
び
８
月
６
日
（
土
）
に
予
定
し
て

小
平
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

灯

り

ま

つ

り

実
行
委
員
を
募
集

第　

回
１１

い
る
灯
り
ま
つ
り
に
参
加
で
き
る
団
体
ま

た
は
個
人

※
会
議
は
お
お
む
ね
月
曜
日
の
午
前
中
に

開
催
し
ま
す
。
各
団
体
か
ら
１
人
の
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

内　

容　

灯
り
ま
つ
り
の
企
画
、
準
備
お

よ
び
当
日
の
会
場
運
営
ほ
か

※
当
日
は
い
ず
れ
か
の
会
場
で
、
ま
つ
り

の
運
営
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

主　

催　

小
平
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
灯
り
ま

つ
り
実
行
委
員
会
、
小
平
市
グ
リ
ー
ン
ロ

ー
ド
推
進
協
議
会
、
小
平
市

申
込
み　

２
月　

日
（
月
）
ま
で
に
、
産

２９

業
振
興
課
へ
緯　

（
３
４
６
）
９
５
８
１

０４２

 
内　

容　

下
表
の
と
お
り

申
込
み　

所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
問

合
せ
先
へ

※
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
の
様
式
は
問

合
せ
先
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
小
平
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き

ま
す
。 店

舗
改
修
な
ど
の
補
助

問
合
せ　

産
業
振
興
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
４

怯
市
役
所
２
階
で
受
付
中

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
の
申

２８

告
を
３
月　

日
（
火
）
ま
で
受
け
付
け
て

１５

い
ま
す
。

と　

き　

月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜

　

時　

分
、
午
後
１
時
〜
４
時

１１

３０

※
２
月　

日
・　

日
の
土
曜
日
は
、
午
前

２０

２７

９
時
か
ら　

時　

分
ま
で
申
告
を
受
け
付

１１

３０

け
ま
す
。

※
受
付
期
間
の
終
了
間
近
に
な
る
と
窓
口

が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
申
告
書
は
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く

市
役
所
、
郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
る
送

付
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
勤
務
先
か
ら
小
平
市
へ
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
あ
る
方
や
、
税
務
署
へ
確
定

申
告
を
す
る
方
は
、
市
民
税
・
都
民
税
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

怯
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
に
ご
協
力

を
　

平
成　

年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

２７

も
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
非
課

税
証
明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険
税
軽

減
の
算
定
資
料
に
す
る
た
め
で
す
。

怯
確
定
申
告
書
に
関
す
る
相
談

　

受
付
期
間
中
は
、
給
与
収
入
、
年
金
収

入
の
簡
易
な
確
定
申
告
書
作
成
の
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
申
告
の
相
談

は
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
東
村
山

税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
給
与
、
公
的
年
金
以
外
の
所
得
を
含
む

申
告

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）、
寄
附
金
控
除
（
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど
）
を
含
む
申
告

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
２
・
９
５
２
３

　

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受
け
る
に

は
、
原
則
と
し
て
改
修
工
事
完
了
後
、
３

か
月
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
（
左
表
参

照
）。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
５

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し

た
家
屋
、
ま
た
は
原
子
力
災
害
の
居
住
困

難
区
域
内
に
所
在
す
る
家
屋
、
お
よ
び
そ

の
敷
地
を
所
有
し
て
い
る
方
な
ど
が
、
代

替
と
な
る
家
屋
や
土
地
を
取
得
し
た
際
に

は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
減
額

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
４
・
９
５
２
５

 　

納
税
に
は
振
替
納
税
が
利
用
で
き
ま

す
。振
替
納
税
は
、利
用
し
て
い
る
預
貯
金

都
税
の
納
付
に
は

安
心
・
便
利
な

振

替

納

税

を

立
川
都
税
事
務
所

口
座
か
ら
、
納
期
の
末
日（
納
期
限
）に
自

動
的
に
納
付
で
き
る
便
利
な
制
度
で
す
。

問
合
せ　

東
京
都
主
税
局
徴
収
部
納
税
推

進
課
口
座
振
替
係
緯　

（
３
９
６
３
）
２

０３

１
７
７

 　

自
治
会
な
ど
で
管
理
さ
れ
て
い
る
私
道

上
に
あ
る
防
犯
灯
の
新
設
と
建
て
替
え
の

費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
金
額　

▽
新
設
（
省
電
力
防
犯
灯
へ

の
建
て
替
え
を
含
む
）
…
１
基
当
た
り
２

万
円
ま
で

▽
建
て
替
え
…
１
基
当
た
り
１
万
５
千
円

ま
で

※
補
助
を
希
望
す
る
団
体
は
、
工
事
着
工

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
協
働
・
男
女
参
画
推
進
課

緯　

（
３
４
６
）
９
５
３
２

０４２ 自
治
会
等
防
犯
灯
の

設
置
費
用
を
補
助

ご
利
用
く
だ
さ
い

東
日
本
大
震
災
お
よ
び

原
子
力
災
害
に
係
る
特
例

■平成２８年度市民税・都民税申告書が郵送されてきた方は、
その申告書・印鑑
■平成２７年１月から１２月までの所得を証明する書類（給与
所得者は勤務先が発行した源泉徴収票、公的年金の受給
者は年金支払者から送付された源泉徴収票、給与・年金以
外の所得のある方は支払調書など）
■社会保険料（国民年金など）の支払額がわかるもの（源泉
徴収票、領収書、控除証明書など）
■生命保険料・地震保険料の控除証明書
■医療費控除を受ける方は、医療費の領収書と補てん金額
がわかる書類
※受診した人ごと、医療機関ごとに事前に計算を済ませて
おいてください。
■障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
■勤労学生控除を受ける方は、在学証明書や学生証など

市民税・都民税の申告で必要な書類

内　容項目
下記の条件をすべて満たす方
・市内で小売業などを営む個人、または市内に登記簿上の本店所
在地のある法人（市内で創業する予定の店舗も含む）

・市税の滞納がない
・小平商工会または市内商店会に加入している
・食品衛生法や建築基準法など、関係する法令などに違反してい
ない

・３月末日までに工事の完了および実績報告を行うことができる

対
象
者

下記を除く市内で小売業など（小売業・卸売業・宿泊業・飲食業・
サービス業（写真業、洗濯業、理容業、美容業など））を営む店舗
・床面積の合計が１,０００㎡を超える
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年
法律第１２２号）第２条１項または同条第５項に規定する風俗営業
を営んでいる

対
象
店
舗

内　容項目
下記を除く市内の建設事業者を
利用して行った店舗などの改装
や改修、および工事に付随する
備品の購入
・備品の購入を目的とした工事
・店舗の改修などに要する費用
が２０万円未満（税抜き）

対
象
工
事
な
ど

補助対象経費の２分の１とし、
上限金額は下記のとおり
・既存店舗改修工事など…上限
２０万円以内（１,０００円未満の端
数切り捨て）

・新規店舗改修工事など…上限
４０万円以内（１,０００円未満の端
数切り捨て）

補
助
金
額

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

桓育児休業および部分休業の取得状況（平成２６年度）
　育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを目的
として、３歳に満たない子を養育するための制度です。
　部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続および両立が図れるよう、小学校
就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始めまたは終わりにおいて、１日を
通じて２時間の範囲内において勤務しないこ
とができる制度です。
　平成２６年度の取得状況については、右表の
とおりです。

５　職員の分限および懲戒処分の状況（平成26年度）
　分限処分は、職員の勤務成績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場
合など、公務能率の維持を目的として、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす
処分であり、免職、休職、降任、降給の４種類があります。
　懲戒処分は、職員が法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠った場
合、または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に公務員関係の秩序を維持す
るため、職員の道義的責任を追及して行う処分であり、免職、停職、減給、戒告の４種類があ
ります。
　平成２６年度における新たな処分は、次のとおりです。

６　職員の服務の状況
　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力で職務を遂行しなければなりま
せん。
　職員が職務を遂行するにあたり守るべき義務は、次のとおりです。

７　職員の研修および勤務成績の評定の状況
茨職員研修（平成２６年度）
　職員の能力を開発し、公務能率を向上させ、よりよい市民サービスを提供するため、さまざ
まな研修を行っています。

柑勤務評定（平成２６年度）
　職員の職務で発揮された能力などについ
て、毎年、評定を行っています。

８　職員の福祉および利益の保護の状況
茨福利厚生制度
　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第４２条の規定に基づき、小平市職員互助会を設置
し、職員の元気回復、その他福利厚生に関する事業を行っています。この互助会は、職員の会
費および市の負担金などで運営されています。

柑公務災害等（平成２６年度）
　公務上または通勤途上の災害により負傷等をした場合には、
地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。
　平成２６年度の発生状況は、右表のとおりです。

桓健康診断等（平成２６年度）
　職員の健康管理のため、毎年、健康診断等を実施しています。
　平成２６年度の実施状況は、右表のとおりです。

９　公平委員会の業務の状況
茨勤務条件に関する措置の要求（平成２６年度）
　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平
委員会に対して市の当局により適当な措置がとられるべき
ことを要求することができます。
　平成２６年度の要求は、右表のとおりです。

柑不利益処分に関する不服申立て（平成２６年度）
　職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受け
たときは、公平委員会に対して不服申立てができます。
　平成２６年度の申立ては、右表のとおりです。

桓人事管理に関する苦情処理（平成２６年度）
　職員は、公平委員会に対して勤務条件その他の人事管理
に関する苦情の申し出および相談を行うことができます。
　平成２６年度の苦情処理は、右表のとおりです。

内　容区　分
職員は法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければなりません職務命令等に従う義務
職員はその職の信用を傷つけ、または職全体の不名誉となる行為をしてはなりません信用失墜行為の禁止
職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません守秘義務
職員は法令上特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務を遂行しなけ
ればなりません職務専念義務

職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為をしてはなりません政治的行為の制限
職員は争議行為等が禁止されています争議行為等の禁止
職員は許可を受けなければ、営利企業等に従事することができません営利企業等の従事制限

主な研修内容等受講者数区　分
新任および職層別・経験年数別の研修２１７人一般研修東京都市町村

職員研修所 政策・法務、情報処理、情報倫理、税務、子育て支援、保育士、男女共
同参画社会形成等１７９人実務研修

等
日本経営協会、市町村職員中央研修所、全国建設研修センター等２５６人その他派遣研修
職層別、保育士、接遇、男女共同参画・セクシュアルハラスメント防止、
公務員倫理、労働安全衛生、健康講座、メンタルヘルス、人事考課等１,１１１人市独自研修

懲戒処分分限処分区分 戒告減給停職免職降給降任休職免職
０件０件０件０件０件０件５２件０件処分件数

※処分件数は、延べ件数であり、休職の期間が更新された場合は、そのつど新たな処分が行われたものとして計上しています。

受診者数区　分
７１１人定期健康診断
４０４人その他検診（※）

※ＶＤＴ健康診断、肺がん検診、胃が
ん検診、大腸がん検診。

死亡傷病区分
０件１件公務災害
０件２件通勤災害

１　職員の任免および職員数に関する状況
茨任命権者別一般職の職員数（平成２７年４月１日現在）
　条例上の職員定数は市全体で１,０７５人ですが、実際の定数内職員数は９１２人です。

柑役職別職員数（平成２７年４月１日現在）
　職員の役職別・男女別職員数は、次のとおりです。

桓職員採用等および退職等（平成２６年４月２日～平成２７年４月１日）
　職員の採用等および退職等は、次のとおりです。

２　職員の競争試験の状況
茨職員採用試験の実施状況（平成２６年度）
　平成２６年度に実施した、職員の採用試験は、次のとおりです。

３　職員の給与の状況
茨職員の平均給料月額および平均年齢（平成２７年４月１日現在）
　手当を除いて職員に支給される給料の１人当たり
の平均支給月額と平均年齢は、次のとおりです。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
茨職員の勤務時間（平成２７年４月１日現在）
　職員の標準的な勤務時間は、次のとおりです。

柑休暇等（平成２７年４月１日現在）
　職員の休暇等は、年次休暇、病気休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、結婚休暇、産前産後
休暇、育児時間、出産介護休暇、生理休暇、妊婦の健診等、妊婦の通勤緩和、忌引、父母の祭
日、災害等による交通遮断、長期勤続休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、子の看護休暇、介
護休暇、育児休業、部分休業等があります。
　なお、年次休暇の平成２６年の平均取得日数は、１０.６日です。 

職員数計定数外職員数定数内職員数定　　数任命権者
１１人　１１人　１１人　議 会 事 務 局
７４３人　１７人７２６人　７８８人　市 長 部 局
１６７人　１６７人　２６８人　教 育 委 員 会
４人　４人　４人　選 挙 管 理 委 員 会
４人　４人　４人　監 査 事 務 局
（３人）（３人）（３人）農 業 委 員 会
９２９人　１７人９１２人　１,０７５人　計

※（　）の農業委員会の職員は、市長部局の職員が兼務しています。
※定数内職員数は、教育長、臨時および非常勤職員を除いた人数です。また、定数外職員数は、公益的法人などへの派遣職
員数です。

①事務・技術系職員
女男全　体役　職
２人　１８人　２０人　部 長 お よ び 部 長 相 当 職
５人　４６人　５１人　課 長 お よ び 課 長 相 当 職
１５人　５４人　６９人　課長補佐および課長補佐相当職
４１人　１０２人　１４３人　係 長 お よ び 係 長 相 当 職
９９人　
（１２人）

８０人　
（３９人）

１７９人　
（５１人）主 任 職

２０７人　１８１人　３８８人　主 事 職
３６９人　
（１２人）

４８１人　
（３９人）

８５０人　
（５１人）計

②技能労務系職員
女男全　体役　職
０人　０人　０人　統括技能長職
１３人　０人　１３人　技 能 長 職
６１人　
（２人）

４人　６５人　
（２人）技能主任職

１人　０人　１人　主 事 職
７５人　
（２人）

４人　７９人　
（２人）計

※（　）内の人数は、再任用短時間勤務職員の外
書き人数です。

前年度
比較

平成２７年
４月１日
現 在
職 員 数

退職等の状況（Ｈ２６.４.２～Ｈ２７.４.１）採用等の状況（Ｈ２６.４.２～Ｈ２７.４.１）
平成２６年
４月１日
現 在
職 員 数

計
他団体
への
派遣

退職

計
他団体
からの
派遣戻り

採用

普通等勧奨定年平成２７年
４月１日

平成２６年４
月２日～２７
年３月３１日

５人
（▲２人）

９２９人
（５３人）

４３人
（１５人）１人１４人

（１５人）５人２３人４８人
（１３人）０人４３人

（１３人）５人９２４人
（５５人）

職員
数
※（　）内の人数は、再任用短時間勤務職員の外書き人数です。

採用者数受験者数１次試験実施日職　種
３人２９１人

平成２６年５月１１日
一 般 事 務

１人７人一般事務（身体障がい者対象）
３人８人一 般 技 術 （ 土 木 ）
１６人１８７人

平成２６年９月２１日

一 般 事 務
０人３人一般事務（身体障がい者対象）
０人５人一 般 技 術 （ 土 木 ）
０人１人一 般 技 術 （ 建 築 ）
１人３人学 芸 員
２人１３４人平成２６年１０月２６日一般事務（民間経験者対象）
０人１人

平成２６年１２月７日

一般事務（身体障がい者対象）
３人１３人一 般 技 術 （ 建 築 ）
３人８人保 健 師
１人１人看 護 師
１３人２６人保 育 士
０人１人平成２７年１月２５日一般事務（身体障がい者対象）
１人３人一 般 技 術 （ 土 木 ）
４７人６９２人計

休憩時間終了時刻開始時刻勤務時間
正午から１時間午後５時１５分午前８時３０分週３８時間４５分

※保育園、図書館など不規則な勤務に従事する職員については、勤務時間は週当たり３８時間４５分となるように勤務の割り振
りを行っています。

※再任用短時間勤務職員の勤務時間は、週当たり３１時間以内です。

※詳細は、市報こだいら平成２７年１２月５日号の「小平市職員の給与」の記事を併せてご覧ください。また、「小平市職員の
給与」は小平市ホームページからもご覧になれます。

小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政ののののののののののののののののののののののののののののののののの運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののののののののののののののの状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状小平市人事行政の運営等の状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況
　小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、平成２６年度の人事行政の運営等の状況
を公表します。 問合せ　職員課　緯042（346）9514

合計女性職員男性職員区　分
５０人４８人２人育児休業取得者数
４６人４６人０人部分休業取得者数

※取得者数は延べ人数です。

０件年度当初係属件数
０件年度中申立て件数
０件年度中処理件数
０件年度末係属件数

０件年度当初係属件数
０件年度中申立て件数
０件年度中処理件数
０件年度末係属件数

０件年度中相談件数
０件年度中処理件数
０件年度末未処理件数

耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合の減額措置
耐震改修

・昭和５７年１月１日以前に建築された住宅
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし
（耐震基準適合工事の証明が必要）、改修工事に要した
費用が５０万円を超える耐震改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間（最長で
２年間）期　間

１戸当たり１２０㎡の床面積相当分までの家屋にかかる固
定資産税の２分の１を減額減税額

省エネ改修バリアフリー改修
・平成２０年１月１日以前
に建築された住宅
・一定の要件を満たし
（省エネ基準適合工事の
証明が必要）、改修工事
に要した費用が５０万円を
超える省エネ改修を施工

・平成１９年１月１日以前に建
築された住宅
・６５歳以上の方、要介護また
は要支援認定を受けている
方、障がいのある方のいずれ
かが居住している
・一定の要件を満たし、改修
工事に要した費用（補助金な
どを除く）が５０万円を超える
バリアフリー改修を施工

対　象

改修工事が完了した年の翌年度分期　間
１戸当たり１２０㎡の床面
積相当分（賃貸部分を除
く）までの家屋にかかる
固定資産税の３分の１を
減額

１戸当たり１００㎡の床面積相
当分（賃貸部分を除く）まで
の家屋にかかる固定資産税の
３分の１を減額

減税額

※バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額
の適用が受けられます。
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平均年齢平均給料月額区　分
３９.９歳３１８,９６２円一般行政職
５０.８歳３１６,２６７円技能労務職

１回評定の回数
１月評定の時期

８９０人（５５人）評定対象人数
※（　）内の人数は、再任用短時間勤務職員の外書き人数です。


